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近畿地方整備局① フォローアップについて

各構成機関の取組については、必要に応じて防災業務計画や地域防災計画、河川整備計画等に反映するなどによ
り責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組むこととする。
本協議会は毎年開催し、取組の進捗状況を確認するとともに、必要に応じて全国の取組内容や技術開発の動向等

も踏まえ、取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図る等、継
続的なフォローアップを行うこととする。

１．取組方針におけるフォローアップ

２．取組状況等の把握
・「星取表（目標を達成するために概ね５年間で実施する具体的な取組）」について点検し、取組方針策定
時（Ｈ２８年８月）からＨ２９年６月末時点における進捗を確認しました。

●は◎が実施済（着手済）に更新したもの、（◎はＨ３０年３月までに実施済（着手済）予定となるもの）

３．フォローアップ体制について
・年間４回（四半期に一度（５月、８月、１１月、３月頃）を目処とし、進捗状況を点検していきます。

年 度 内 容

平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度

平成32年度

目標設定、取組方針策定

防災・減災社会の再構築

目
標
達
成
に
向
け
た

取
組
の
推
進

水害に強い地域づくり協議会の開催
毎年、出水期前に首長会議を開催

→首長会議の日程調整は前年度に

・進捗確認（四半期毎に実施）
・取組方針の見直し
・習熟・改善等の継続的なフォローアップ

・進捗状況の報告、見直し
・取組優良事例の共有
・実施に向けた課題共有 等

報告・提案実
施
す
る
機
関
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目標を達成するために概ね５年間で実施する具体的な取組：大阪府域（H29.6版）
具体的な取組の柱

 事 項 （■：⼤分類）

 具体的取組 （○：中分類）

１）ハード対策の主な取組

■洪⽔を河川内で安全に流す対策
○浸透、侵⾷、パイピング、流下能⼒
の対策の実施【1】

・直轄河川を対象とした、浸透対策、侵⾷対策、パイピング対策、流下能⼒向上対策
⼯の実施

Ｎ 平成32年度 近畿地整

■危機管理型ハード対策
○堤防天端の保護や堤防裏法尻の補強
【2】

・直轄河川を対象とした、堤防天端及び法尻の保護⼯の実施 Ｏ 平成32年度 近畿地整

■避難⾏動、⽔防活動、排⽔活動に資する基盤等の整備

・⾬量・⽔位等の観測データ及び洪⽔時の状況を把握・伝達するための基盤の整備 Ｌ
H28年度から

順次実施
近畿地整

・⽔防資機材の備蓄状況の確認 Ｊ 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 近畿地整

・簡易⽔位計や量⽔標、CCTVカメラの設置 Ｌ 引き続き実施 近畿地整

・浸⽔時においても災害対応を継続するための庁舎等の整備及び⾃家発電装置等の耐
⽔化※1

（※1：耐⽔化とは、浸⽔により機能停⽌とならないよう防⽔装備等を⾏うこと）
Ｌ 引き続き実施 ● ◎ ● ● ● － ● － ◎ 近畿地整

 ２）ソフト対策の主な取組　①地域ごとの特性に応じた避難方法を踏まえ、住民の主体的かつ適切な避難行動を促すための取組

■想定最⼤規模洪⽔を対象とした⽔害ハザードマップの作成・周知等

・直轄河川を対象とした想定最⼤規模降⾬による洪⽔浸⽔想定区域図の公表 Ａ H28年度 近畿地整 活⽤

・直轄河川を対象とした想定最⼤規模降⾬による洪⽔氾濫シミュレーションの公表 Ｂ H28年度 近畿地整 活⽤

・想定最⼤規模降⾬による洪⽔浸⽔想定区域図に基づいた⽔害ハザードマップの策
定・周知

Ｄ
H29年度から

順次実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 活⽤

・まるごとまちごとハザードマップの整備・拡充
・広域避難場所や緊急避難広場の案内標識を設置 など

Ｄ 引き続き実施 － ◎ ◎ ● ● ● ◎ ● ● ● － ● 近畿地整＊２ 活⽤

・指定避難所までの避難ルートを⽰した避難マップ（マイ防災マップ）の作成
・緊急避難場所の候補地選定、緊急避難体制の構築など、⾃治会や区単位等で洪⽔を
対象とした防災マップを作成 など

Ｄ 引き続き実施 ● ◎ ● ● ● ◎ ◎ ● ● ● ● ◎
近畿地整＊２

河川ﾚﾝｼﾞｬ－＊２
活⽤

○ハザードマップポータルサイトを活
⽤した周知サポート、地図情報の活⽤
【6】

・ハザードマップの周知のサポートとして、ハザードマップポータルサイトや地図情
報を提供

Ｄ 引き続き実施 国交省 活⽤

■適切な避難⾏動の実現に向けた取組
・避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（H27.8）に準拠したマニュ
アル等の整備

Ｃ 引き続き実施 ● ● ● ◎ ● ● ● ◎ ● ● ● ● 近畿地整＊２

・想定浸⽔深の深い地域や家屋倒壊等氾濫想定区域※2などの情報をもとに、避難勧告
等を発令すべき地域の設定に関する調整・検討
（※2：家屋倒壊等氾濫想定区域とは、堤防決壊による洪⽔はん濫流や河岸侵⾷によ
り家屋が倒壊する恐れがある区域であり、次期浸⽔想定区域図にて設定されるもの）

Ｃ
H29年度から

順次実施 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● 近畿地整＊２

・避難勧告等の発令タイミングに関する調整・検討 Ｃ
H28年度から

順次実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 近畿地整＊２

○関係機関との情報共有体制の整備
【8】

・避難勧告等の発令状況、避難所の開設状況など、関係機関と速やかに情報共有を⾏
うための体制整備

Ｃ 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・⾃治体間における避難者の受け⼊れ等を踏まえた広域避難の検討
Ｅ
Ｇ

引き続き実施 ● ● ◎ ● ◎ ● ◎ ● ◎ ● ◎ ● ◎
＊２ 近畿地整＊２ 活⽤

・要配慮者や帰宅困難者等を対象とした避難計画の作成 G 引き続き実施 ● ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ － ◎ ◎＊２ 近畿地整＊２

○避難訓練の実施【10】 ・洪⽔を想定した避難訓練の実施 Ｇ 引き続き実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ● ◎ ● ● ● 参加

○避難誘導体制の整備【11】 ・住⺠や外国⼈観光客を含めた避難誘導体制の整備
D
Ｇ

引き続き実施 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ － ◎

■避難勧告の発令に着⽬したタイムラインの作成

・避難勧告等の発令に着⽬したタイムラインの策定 Ｃ H28年度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●＊２
近畿地整
気象台

・訓練等の実施によるタイムラインの検証と改善 Ｃ
H29年度から

順次実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎＊

２

近畿地整
気象台

○気象情報発信時の「危険度の⾊分
け」や「警報級の現象」等の改善（⽔
害時の情報⼊⼿のし易さをサポート）
【13】

・警報等における危険度の⾊分け表⽰
・「警報級の現象になる可能性」の情報提供
・メッシュ情報の充実化 など

Ｃ
H29年度から

順次実施
気象台 活⽤

■防災教育や防災知識の普及

○住⺠等を対象とした⽔防災に関する
講習会等の開催【14】

・住⺠等を対象とした⽔防災に関する講習会等の開催 Ｈ 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
近畿地整
気象台

参加

・担当教員を対象とした講習会（防災学習）の実施や、⼩学校の総合学習授業に⽔災
害教育を取り⼊れる

Ｈ 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◎ ●
近畿地整
気象台

参加

・防災知識の普及啓発活動等の実施 H 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
近畿地整
気象台

参加

■避難⾏動のための情報発信等の充実

・プッシュ型による情報発信（洪⽔予報等）の整備 Ｆ 引き続き実施 近畿地整 活⽤

・直轄河川における⽔位計の情報やライブカメラの 映像をリアルタイムで提供 Ｆ 引き続き実施 ● 近畿地整 活⽤

 ２）ソフト対策の主な取組　②発災時に可能な限りの避難時間を確保し、人命と財産を守るための水防活動強化の取組

■より効果的な⽔防活動の実施及び⽔防体制の強化

○市町と⽔防事務組合(⽔防団(消防団))
の連絡体制の再確認等【17】

・無線やメールなどを活⽤した情報伝達⼿段の確保
・情報伝達訓練等の実施  など

Ｊ 引き続き実施 ● ● ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○⽔防事務組合(⽔防団(消防団))や地域
住⺠が参加する洪⽔に対しリスクが⾼
い区間の共同点検【18】

・国が実施する重要⽔防箇所の「共同点検※3」への参加
（※3：共同点検とは、平成27年9⽉関東・東北豪⾬を受けて全国の直轄河川で実施し
ている「避難を促す緊急⾏動」に位置づけられている「共同点検（洪⽔に対してリス
クが⾼い区間の共同点検）」を指すもの）

Ｋ
H29年度から

順次実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
近畿地整
気象台

参加

○関係機関が連携した実働⽔防訓練の
実施【19】

・地域防災総合訓練等において⽔防事務組合と連携した訓練等の実施 Ｊ 引き続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
近畿地整
気象台

参加

○⽔防活動の担い⼿となる⽔防協⼒団
体の募集・指定の促進【20】

・広報紙やホームページ等で⽔防活動の担い⼿の募集
・地域の建設業者等も組み込んだ⽔防⽀援体制の構築 など

Ｉ 引き続き実施 ● － ● ● ● ● ● ● ● ● － ●

 ２）ソフト対策の主な取組　③一刻も早い生活再建及び都市機能・社会経済活動の回復のための排水活動強化の取組

■排⽔施設の耐⽔化及び排⽔訓練の実施

○排⽔施設の耐⽔化【21】
・浸⽔に備えた排⽔施設の耐⽔化※1の実施 （※1：耐⽔化とは、浸⽔により機能停
⽌とならないよう防⽔装備等を⾏うこと）

Ｍ 引き続き実施 ● ● － － ● － ● － － － ● －

○排⽔検討及び排⽔訓練の実施【22】
・⼤規模⽔害を想定した既存排⽔施設等の活⽤⽅法及び排⽔ポンプ⾞の設置箇所等、
排⽔計画の検討
・排⽔検討に基づく排⽔訓練の実施 など

Ｍ 引き続き実施 ● ● ◎ － ● ◎ ● － － ● － － ◎ 近畿地整

● ： 実施済（実施中） 　、　 ◎：H30.3以降実施（着手）予定　 、　－ :概ね5年間で実施する予定なし

● ： H29.6時点で◎を実施済(着手済)へ更新済　、　　　 ◎：H30.3迄に◎を実施済(着手済)予定

 ： 本協議会において検討予定の取組施策

 ： 具体的な取組みの対象なし

＊1：施策の目標時期は、整備が整った自治体から実施するため、自治体によりばらつきがある。

＊2：自治体が主体となる取組を支援するもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○避難勧告の発令に着⽬したタイムラ
インの策定【12】

○⼩学⽣や教員を対象とした⽔防災に
関する講習会等の実施【15】

摂
津
市

東
⼤
阪
市

⾼
槻
市

守
⼝
市

枚
⽅
市

茨
⽊
市

寝
屋
川
市

市町の取組全体状況
■：実施済みまたは実施中
■：H29年度に実施⼜は着⼿予定
□：H30年以降実施⼜は着⼿予定と

 概ね５年間で実施予定なし

地域
住⺠

○避難⾏動に資する情報発信等の充実
【16】

島
本
町

⽬標時期＊1

○避難計画等の策定【9】

○避難に資するマップ等の整備・拡充
【5】

○避難⾏動、⽔防活動、排⽔活動等に
資する基盤等の整備【3】

○⽔害ハザードマップの更新・周知
【4】

○避難勧告等の判断・伝達マニュアル
の整備【7】

⼤
阪
市

吹
⽥
市

主な内容 （・：⼩分類）

課
題
の
対
応

実施する機関

⼤
東
市

⾨
真
市

⽔

防
事
務

組
合

府 国
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0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14
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0 2 4 6 8 10 12 14
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

②市町等の取組状況について
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近畿地方整備局摂津市の取組状況について

■摂津市地域別防災マップ作成の取組みについて

■摂津市地域別防災マップ作成の取組みの概要
市の実質的な防災力を図るために、ソフト対策として、淀川や安威川等の河川において、大規模な氾濫

が発生した場合、市内から犠牲者を出さないために、ワークショップを通じて防災マップを作成し、地域ごと
に市民主導の緊急避難体制を構築を目的としています。

緊急避難場所の検討

災害時要援護者の
避難支援方法の検討

5



近畿地方整備局島本町の取組状況について

■自然災害への備えに関する
要配慮者利用施設の管理者向け説明会

◯自然災害への備えに関する要配慮者利用施設の管理者向け説明会
各避難情報の意味や実際にとるべき避難行動等について、施設管理者向け説明会を開催。

◯風水害夜間避難対策訓練

水平避難が困難な夜間における屋内での垂直避難の実施を呼びかける情報伝達訓練及び職員の
災害対応訓練を実施。

■風水害夜間避難対策訓練

・実 施 日 ：平成２９年４月２７日（木）
・実施場所：島本町ふれあいセンター
・参 加 者 ：町内要配慮者利用施設の管理者

・実 施 日 ：平成２９年６月１７日（土）
・実施場所：島本町全域
・参 加 者 ：全住民

■要配慮者利用施設の管理者説明会、夜間避難対策訓練の実施
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近畿地方整備局大阪市の取組状況について

《⼤阪市地下空間浸⽔対策協議会（Ｈ２６．３ 設置）》：地下空間浸⽔対策

大阪市域における大規模な地下空間は、地下街管理者や鉄道会社など複数の事業者により管理され
ており、災害時、特に水害時には各事業者が連携した対策が必要であることから、事業者間の連携、施設
整備も含めた浸水対策の促進を図るため、『大阪市地下空間浸水対策協議会』を設置し、浸水対策のガ
イドラインの作成や訓練の実施等を行っています。

目的：市内で想定される水害（津波や河川氾濫など）に対して、大規模な地下空間

（地下街・地下駅等）で連携した取組みを進める。

内容：浸水対策のガイドライン・対策計画の作成、相互連携訓練、止水対策の確認など

相互連携訓練（⼤阪駅周辺地区） （Ｈ２７．１ ３実施） ⽌⽔対策（⽌⽔板の設置状況）

参加者：地下街・地下道、接続ビル、地下駅管理者、関係行政機関
内 容：事前研修、図上訓練

実働訓練（避難誘導訓練、情報伝達訓練、救出訓練）

■地下空間浸水対策
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近畿地方整備局吹田市の取組状況について

吹田市

■津波災害又は水害時における緊急一時避難施設としての使用に関する協定

■津波災害又は水害時における緊急一時避難施設としての使用に関する協定の概要
津波・洪水発生時に明治東洋医学院専門学校（吹田市西御旅町）の講堂を避難場所として周辺住民

に開放する津波・洪水避難ビルの協定を同校と吹田市、大阪市の３者で締結しました。市内の津波・洪
水避難ビルは15カ所。

明治東洋
医学院専
門学校
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近畿地方整備局

○災害タイムラインの位置付け

○全体概要(水害協での取組)

○各対策部の防災行動(市独自)

■淀川の洪水を対象としたタイムラインの詳細版への展開

高槻市では、水害協の取組としてタイムラインを検討したことを踏まえ、独自に市の内部機関である
災害対策本部の各対策部の防災行動を加え、部局毎の横断的な構成としたタイムラインの詳細版へ展
開しています。

市内部の
動きを連動

高槻市の取組状況について
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近畿地方整備局

■ハード対策（重要施設の耐水化）の実施

守口市では、市庁舎について「耐震」、「挟溢」、「分散」の問題があり、防災拠点として
の機能を確保する必要や、有事にあっても市民サービスの低下を招くことなく、迅速に対応
できる行政機能を備える必要性があることから、新庁舎の検討を進め、市制７０周年の節
目にあわせて平成２８年１０月３１日に新庁舎が開庁しました。

万一の浸水時において災害対応を継続できるよう、屋上に非常用発電機を設置したり
災害対策本部を２階でも開設できる機能を備えています。

守口市の取組状況について
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近畿地方整備局枚方市の取組状況について

■避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインに準拠したマニュアルの整備

避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（内閣府）の一部改定を受け、本ガイドラインに準拠
した避難勧告等の判断基準や、地域の災害リスクについて整理した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル
（水害編）」を改定。（平成２８年４月）

避難勧告等の対象地域 一覧

浸水比率と各町丁目の人口から避難対象者数を算定し、
避難勧告発令時に、対象世帯・対象人数を報告する際の基
礎データとしても活用している。

浸水エリア内要配慮者利用施設 一覧

要配慮者利用施設については、毎年新規施設の開設と廃
止が発生する。地域防災計画にも当該一覧を位置づけてい
るが、改定作業に時間を要するため、マニュアルにも掲載して
いる。

避難勧告等の発令については、国の基準をベースに決定。
開設対象となる避難所は事前に一覧化している。
（淀川の浸水想定区域図更新に伴い、今年度改定を予定）
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近畿地方整備局

■今一度、洪水について考える「市民向けの水害研修」の実施

茨木市では、昨年度の鬼怒川の堤防決壊を踏
まえ、日頃からの災害への備えに寄与するよう市民
向けに学識者による研修会を開催しました。（研修
会では「情報を活用した地域防災」という最新の知
見についてお話し頂きましたが、本市ではＩＣＴ技術
を活用した取組も導入しています）

茨木市の取組状況について
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近畿地方整備局寝屋川市の取組状況について

■家庭用防災用品購入補助事業

寝屋川市では、大規模災害時には「自分の命は自分で守る」という考え方を基本とし、家庭用防災用
品購入の促進と防災意識の向上を図るため、家庭用の防災用品の購入補助制度を導入しています。

災害時の市民生活の早期安定を図るために、必要となる物資の供給及び施設の使用について、
平成２８年度には「株式会社ＬＩＸＩＬビバ」等との協定を締結しました。

■災害時の物資提供・施設使用協定

協 定 概 要：

協定締結先：
締結年月日：
物資の提供：
施設の使用：

寝屋川市域内で大規模な災害が発生し、又は発生する恐れがある
場合において、災害時の市民生活の早期安定を図るために、必要と
なる物資の供給及び施設の使用について、協定を締結する。
株式会社ＬＩＸＩＬビバ
平成28年9月27日
日用品、電気用品、作業用品、冷暖房機器 等
スーパービバホーム寝屋川店の駐車場及びトイレを災害対策従事
者並びに地域住民に使用させる。

家庭用防災用品購入補助金事前申込書 購入補助対象商品

～ 以下、株式会社ＬＩＸＩＬビバとの協定締結の例 ～
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近畿地方整備局大東市の取組状況について

■新規職員に対する水防訓練の実施によるいざという時の備えの強化

平成２９年度大東市新規採用職員に対して、市の防災体制の強化を図るため、出水期前に水防の知識・
技術等を体得するための訓練を実施しました。

新規採用職員土のう工法訓練 （大東市計画） 平成２９年５月１１日（木）
淀川筋水防工法指導者養成訓練 （淀川左岸水防事務組合計画） 平成２９年５月１８日（木）

「和束町 地方創生総合戦略」より

新採職員土のう工法訓練新採職員土のう工法訓練 淀川筋水防工法指導者養成訓練淀川筋水防工法指導者養成訓練

●時 期：平成２９年５月１１日（木）
●場 所：土のう集積場

●時 期：平成２９年５月１８日（木）
●場 所：枚方市三矢地先 淀川河川敷
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近畿地方整備局門真市の取組状況について

■洪水時避難ビルの指定

門真市では、平成２９年３月１４日付で本町市営住宅を洪水時避難ビルに指定しました。洪水時避
難ビルの指定によって、洪水発生時の一時避難場所の周知を図っております。
今後も洪水時避難ビルの拡充等により、水害の発生による被害の軽減をめざします。

本町市営住宅

平成29年3月更新 門真市洪水ハザードマップより抜粋
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近畿地方整備局東大阪市の取組状況について

■自然災害への備えに関する要配慮者利用施設の管理者向け説明会

■自然災害への備えに関する要配慮者利用施設の管理者向け説明会の概要

平成２８年の台風１０号の影響により、岩手県の小本川が決壊し、高齢者福祉施設で多くの犠牲者が発生
した。この災害では、避難情報の意味が正確に伝わっていなかったなどが原因となり、犠牲者を出してし
まったことから、要配慮者利用施設向けに災害対策について周知を図ることが必要となった。

本市では、平成２９年４月２６日（水）に国土交通省近畿地方整備局、大阪管区気象台、大阪府と合同で
「自然災害への備えに関する要配慮者利用施設の管理者向け説明会」を開催し、防災気象情報の利活用、
避難情報の活用、避難確保計画の作成などについて各機関より講演を実施した。
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近畿地方整備局

■淀川水防連絡会における情報共有

円滑な水防活動のため、出水期を前に「淀川水防連絡会」が開催され、河川管理者や関係機関と
水防上の調整や、現場での共同点検を行いました。（平成２９年６月８日）

淀川左岸水防事務組合の取組状況について

共同点検（現場での視察状況）

事業概要説明
（淀川河川事務所の取組）

「水防専門家 松永正光～水防にかける思い～」ビデオ映像
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近畿地方整備局

■淀川の洪水・高潮に備えた防潮扉点検操作訓練の実施
台風期に備え、平成２９年度淀川・神崎川及び左門殿川防潮扉点検操作訓練を実施しました。訓練は、国道２号淀川大橋、国

道４３号伝法大橋、阪神なんば線淀川橋梁をはじめ８橋梁１７施設で、７月２日（日）の午前１時から午前２時まで道路及び鉄道を
通行止めにし、２８機関、約６５０名が参加し行われました。（平成２９年７月１日（土）～２日（日））

淀川右岸水防事務組合の取組状況について

淀川本川では、国道２号淀川
大橋、国道４３号伝法大橋、阪
神なんば線淀川橋梁の陸閘（防
潮扉）を閉鎖する操作訓練及び
陸閘の点検を行いました。

当日は無事に訓練及び点検を
実施することができ、今年も高
潮等による浸水が予測された場
合は、各関係機関と協力のもと、
速やかに防潮扉の操作を行い、
沿川地域の安全・安心を図って
いきます。

■訓練の目的 防潮鉄扉の開
閉に係る点検、体制の万全と、
水防団員の操作技術の向上、
水防意識の高揚をはかる

■関係機関 国土交通省近畿
地方整備局（淀川河川事務
所・大阪国道事務所・兵庫国
道事務所） 、大阪府、大阪市、
大阪府警、兵庫県、尼崎市、
兵庫県警、阪神電気鉄道、阪
急電鉄等 淀川右岸水防事務
組合、淀川左岸水防事務組合
２８機関

■参加者数 約６５０名（水防
団員含む）
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近畿地方整備局淀川河川事務所のハード対策（淀川）
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近畿地方整備局淀川河川事務所のハード対策（宇治川）
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近畿地方整備局淀川河川事務所のハード対策（木津川）
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近畿地方整備局淀川河川事務所のハード対策（桂川）
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近畿地方整備局淀川河川事務所のハード対策（淀川）
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近畿地方整備局淀川河川事務所のハード対策（宇治川）

24



近畿地方整備局淀川河川事務所のハード対策（木津川）
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近畿地方整備局淀川河川事務所のハード対策（桂川）
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近畿地方整備局

■洪水浸水想定区域図の公表

平成27年7月に水防法が改定され、浸水想定区域図を想定し得る最大規模の降雨による区域に拡
大しました。淀川河川事務所では、平成29年6月14日に洪水浸水想定区域図を公表しました。

淀川河川事務所の取組状況について

○想定しうる 大規模の降雨として、360mm /24hの降雨を想定。

○詳細な地盤情報をもとに、前回の100倍の精度でシミュレーションを実施。

○あわせて、「浸水継続時間」と「家屋倒壊等氾濫想定区域」を公表。
・「浸水継続時間」は、洪水時に避難が困難となる一定の浸水深を上回る時間の目安を示し、立ち退き避難の要否や企業BCPの策定等に有用な情報。

・「家屋倒壊等氾濫想定区域」は、家屋が流失・倒壊等のおそれがある範囲で、洪水時における屋内安全確保の適否の判断等に有効な情報。

想定 大規模の降雨による大阪駅周辺における浸水イメージ
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近畿地方整備局

■プッシュ型による情報発信の整備

平成29年6月15日より、淀川管内でも緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信を、29
市町村（淀川水系国管理河川）で開始しました。

淀川ダム統合管理事務所の取組状況について
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近畿地方整備局気象庁の取組状況について 1/2

警報級の現象になる可能性を発表

警報・注意報に、時間帯ごとに色分けした危険度を示す表を追加

平成２９年度出水期より、「警報・注意報」と「警報級の可能性」を色分けした表で示すことで、大雨や暴風などに
警戒や注意が必要な時間帯をわかりやすくお知らせします。これら二つの情報は、気象庁ホームページの各市
町村ごとの警報・注意報のページ上で表示します。

5日先までに命に危険が及ぶような警報級の現象が起こりえる可能性を［高］
［中］の2段階で発表します。

翌日までの期間に警報級の可能性が［高］と発表された時は、「警報に切り
替える可能性に言及した注意報」や「予告的な府県気象情報」が発表される状
況です。地方自治体からの情報なども確認してください。

警報級の可能性［中］が発表されたときは、深夜などの警報発表も想定して、
心構えを一段高め、その後発表される気象警報や注意報などを確認してくださ
い。

警報や注意報を発表する際、警報級や注意報級の現象を予想した時間帯
を色分けした表で発表します。

さらに、例えば夜間～早朝に警報発表の可能性がある場合には、夕方のう
ちに注意報を発表し、発表文中に「明け方までに警報に切り替える可能性が
高い」などと明示します。

発表中の警報・注意報等の種別を表しています。
凡例表に示した背景色により、警報や注意報など
の発表状況がひと目で分かります。
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近畿地方整備局

■大雨による災害発生の危険度分布を表示し、警戒を呼びかけます

雨量に比べ、災害との結びつきが大きい指数基準を用いて、大雨警報・洪水警報や土砂災害
警戒情報、危険度分布を発表し、災害発生に対する警戒を呼びかけます。

危険度分布では、土砂災害、浸水害、洪水害の危険度が高まっている場所をお知らせします。
危険度は黄→赤→薄紫→濃紫の順に高くなります。危険度分布を見ると、自らの地域に迫る危険

を一目で把握できます。

気象庁の取組状況について 2/2

（平成29年7月4日から）

⼟砂災害警戒判定メッシュ情報 ⼤⾬警報(浸⽔害）の危険度分布 洪⽔警報の危険度分布

１時間先までの表面雨量指数の予測値
が大雨警報等の基準値に到達している
かどうかで危険度を５段階に色分けし
て、１ｋｍ毎に表示。

３時間先までの流域雨量指数の
予測値が洪水警報等の基準値に到達し
ているかどうかで危険度を５段階に色
分けして、概ね１ｋｍ毎に表示。

２時間先までの土壌雨量指数の予測値
が大雨警報等の基準値に到達している
かどうかで危険度を５段階に色分けし
て、５ｋｍ毎に表示。

⾼
危
険
度
低
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近畿地方整備局水資源機構の取組状況について 1/3

問題意識

○気候変動の影響による災害外力の変化等により、水害が頻繁化・激甚化する傾向

○河川の整備水準は必ずしも高くなく、既存施設では防ぎ切れない大洪水が発生する可能性

○ハードの整備を確実に進める一方で、既存施設を 大限に活用することにより、被害の極小化
を図る

○逃げ遅れによる人的被害解消に向けて避難のリードタイムを確保

○ 新の知見を活用するなどにより氾濫被害の極小化を図る

■既存施設の機能を最大限活用する運用
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近畿地方整備局水資源機構の取組状況について 2/3

■既存施設の機能を最大限活用する運用（日吉ダム 平成25年9月15・16日）

○台風１８号の豪雨では、桂川で
大規模な出水が発生し、日吉ダム
では、管理開始以降 大の流入
量を記録

○日吉ダムの洪水調節により、下
流へ流す水量を 大で約９割低減

○京都市嵐山地区（渡月橋付近）
では、ダムの効果により、渡月橋
の損傷の拡大を防止するとともに、
浸水戸数をほぼ半減できたと推定

○下流の京都市の鴨川合流点付
近においては、水位が堤防天端ま
で上昇し右岸側で越水が生じたが、
日吉ダムの洪水調節と土のう積み
により堤防の決壊を阻止

○仮に日吉ダムが無く、久我橋下
流の右岸側で堤防が決壊した場
合、約13,000戸の浸水、約1.2兆
円の被害が発生したと推定
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■既存施設の機能を最大限活用する運用（寺内ダム 平成29年7月九州北部豪雨）

7月6日9時撮影

○ダムでは上流地点総雨量
412mmを記録

○管理開始以降 大の流入量を
記録 毎秒888m3
（計画毎秒300m3）

○ 大流入時に99％に当たる
毎秒878m3を貯留し、ダム下流水
位を低減

○堤防が現状より高いと仮定した
場合、 大3.38m水位低減効果が
あったと推定

○ダム湖で大量の流木が捕捉 こ
のため、ダムが無かった場合には、
さらに被害が拡大していた可能性

佐田川の堤防が現状より高いと仮定
公共施設の案内などが掲載

現状の堤防

ダムがなかった場合の推定 高水位
6.88m

ダムに水を貯めたことによる効果
約3.38m

今回観測した 高水位効果
3.50m
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